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第６章 介護保険事業費の見込み 

第１節 介護保険事業の推計手順 

平成21年度から平成23年度における各サービスの見込量や給付費については、要支

援・要介護認定者数の実績や給付実績等をもとに推計しました。給付費算定の考え方を以

下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【被保険者及び要支援・要介護認定者数の推計】 
 
○高齢者人口の将来推計と要支援・要介護認定者の認定率から、

将来の要支援・要介護者数を推計します。 
 

【施設サービス・居住系サービス利用者の推計】 
 
○施設サービス（介護保険３施設）や居住系サービス（認知

症高齢者グループホーム、特定施設利用者）の給付実績を
もとに、施設サービス利用者数見込み、居住系サービス利
用者数見込みを設定します。 

※施設・居住系サービスの利用割合、施設サービス利用者の重度者割
合は平成26年度の目標値を視野に入れ、設定します。 

【介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス・居宅
サービス・地域密着型サービス利用者の推計】 

 
○居宅サービスの受給率の実績をもとに、認定者数から施

設・居住系サービス利用者を除いた標準的サービス利用対
象者にサービス受給率を掛けて、介護予防サービス・地域
密着型介護予防サービス・居宅サービス・地域密着型サー
ビス利用者数を推計します。 

【サービス見込み量の推計】 
 
○介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス・居宅

サービス・地域密着型サービス利用者数に、各サービス別
の利用率、各サービス別利用者一人あたり利用回数（日
数）、各サービス別供給率を掛け合わせて、各サービスの
見込量を推計します。 

【給付費の推計】
 
○将来のサービス見込量に、施設・居住系サービスの場合は

給付実績をもとに１月あたりの平均給付費、居宅サービス
の場合は１回（日）あたり平均給付費をそれぞれ掛け合わ
せて給付費を算定します。 

被保険者数の推計 

要支援・要介護者の
推計 

施設サービス利用者
数、居住系サービス
利用者数の見込み 

介護予防による効果 

居宅サービス等利用
対象者数の見込み 

サービス受給率 

居宅サービス等利用
者数の見込み 

居宅サービス等利用
見込量の推計 

施設・居住系サービス
等利用見込量の推計 

利用率、利用量、供給率

各サービス等給付費
の推計 

サービス別給付費 
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第２節 サービス利用者数の将来推計 

１ 要支援・要介護認定者数 

■要支援・要介護認定者数(各年10月１日現在、単位：人)   注）第２号被保険者を含む。 

区  分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 

総認定者数 

（※21年度以降は推計値) 
1,147 1,203 1,281 1,367 1,456 1,545

 
要支援１ 

（経過措置者を含む） 
143 91 141 144 152 162

 要支援２ 92 159 186 189 202 215

 要介護１ 297 223 223 246 261 279

 要介護２ 196 256 267 277 296 312

 要介護３ 169 187 183 199 211 222

 要介護４ 114 141 146 164 176 186

 要介護５ 136 146 135 148 158 169

 

２ 施設・居住系サービス利用者数 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の利用者数は、過去の実

績の利用傾向と、国が示した「2015年の高齢者介護のあるべき姿」を踏まえて推計し

ました。また、平成23年度末で介護療養型医療施設が廃止されることに伴い、平成23

年度には８人の利用者が介護老人保健施設に転換（移行）すると見込んでいます。その

結果、介護保険３施設の合計人数は、平成21年度275人、平成22年度290人、平成

23年度に306人と計画期間内（21年度から23年度）で31人の増加が見込まれます。

本市は、平成２６年度の要介護２～要介護５の認定者数に対する施設・介護専用居住系

サービスの利用者の割合を33.6％、入所施設利用者全体に対する要介護４・５の割合を

70.5％に目標を設定します。 

 
注）「2015年の高齢者介護のあるべき姿」とは、平成26年度の要介護２～５の認定者数に対する
施設・介護専用居住系サービスの利用者の割合を37%以下、入所施設利用者全体に対する要介護
４・５の割合を70%以上とする指針が示されています。（国の参酌標準） 

■介護保険３施設の利用者推計                （単位：人） 

施 設 種 別 21年度 22年度 23年度 

施設利用者計 275 290 306 

介護老人福祉施設 161 169 177 

（対前年増減数）  +8 +8 

介護老人保健施設 99 106 122 

（対前年増減数）  +7 +16 

介護療養型医療施設 15 15 7 

（対前年増減数）  ±0 -8 
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認知症高齢者グループホーム（介護予防を含む）と特定施設入居者生活介護（介護予

防を含む）利用者数についても、過去の実績の利用傾向と平成26年度の施設利用割合の

目標とを加味して推計しました。居住系サービスの合計で、平成21年度99人、平成22

年度106人、平成23年度114人と計画期間内で15人の増加が見込まれます。 

 

■居住系サービスの利用者推計                （単位：人） 

施 設 種 別 21年度 22年度 23年度 

居住系サービス利用者計 99 106 114 

認知症対応型共同生活介護 52 54 56 

（対前年増減数）  +2 +2 

介護予防認知症対応型共同生活介護 4 5 6 

（対前年増減数）  +1 +1 

特定施設入居者生活介護 

（介護専用型） 
36 39 43 

（対前年増減数）  +3 +4 

介護予防特定施設入居者生活介護 

（介護専用型） 
7 8 9 

（対前年増減数）  +1 +1 

 

３ 居宅サービス等受給者数の推計 

過去の実績をもとに、介護度別に居宅サービスの受給者数を推計しました。 

居宅サービス等受給者数（月平均）は、平成21年度788人、平成2２年度845人、

平成23年度899人で、計画期間内で111人の増加が見込まれます。 

 

■居宅サービス受給者数の推計(月平均)            （単位：人） 

区  分 21年度 22年度 23年度 

要支援１ 96 103 110 

要支援２ 133 143 152 

要介護１ 174 185 198 

要介護２ 188 202 213 

要介護３ 101 107 112 

要介護４ 64 70 74 

要介護５ 32 35 40 

計 788 845 899 
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第３節 サービス事業量見込み 

１ 施設サービス利用者の事業量見込み 

施設サービスの年間延べ利用者数は、次表のように見込まれます。 

 

■介護保険３施設の利用者数推計        （年間延べ利用者数：人） 

施 設 種 別 21年度 22年度 23年度 

介護老人福祉施設 1,928 2,024 2,126 

介護老人保健施設 1,193 1,277 1,457 

介護療養型医療施設 182 182 91 

 

 

２ 居宅サービス利用者の事業量見込み 

居宅サービスの年間延べ利用者数と事業量は、次表のように見込まれます。 

 

■居宅サービスの年間延べ利用者数と事業量 

区     分 21年度 22年度 23年度 

回数 51,913 55,808 59,384 
①訪問介護 

（人数） 3,131 3,359 3,571 

回数 1,743 1,907 2,054 
②訪問入浴介護 

（人数） 395 432 465 

回数 4,041 4,390 4,720 
③訪問看護 

（人数） 811 881 946 

日数 1,063 1,142 1,215 
④訪問リハビリテーション 

（人数） 306 329 350 

⑤居宅療養管理指導 人数 1,292 1.374 1,453 

回数 27,705 29,700 31,527 
⑥通所介護 

（人数） 3,362 3,604 3,826 

回数 7,039 7,535 7,962 
⑦通所リハビリテーション 

（人数） 893 957 1,012 

日数 11,949 12,874 13,668 
⑧短期入所生活介護 

（人数） 1,236 1,330 1,411 

日数 499 539 574 
⑨短期入所療養介護 

（人数） 58 63 67 

⑩特定施設入居者生活介護 人数 428 471 518 

⑪福祉用具貸与 人数 3,417 3,678 3,906 

⑫特定福祉用具販売 人数 117 125 134 
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３ 介護予防サービス利用者の事業量見込み 

介護予防サービスの年間延べ利用者数と事業量は、次表のように見込まれます。 

 

■介護予防サービスの年間延べ利用者数と事業量 

区     分 21年度 22年度 23年度 

①介護予防訪問介護 人数 1,737 1,861 1,985 

回数 6 7 7 
②介護予防訪問入浴介護 

（人数） 1 1 1 

回数 491 527 562 
③介護予防訪問看護 

（人数） 121 129 138 

日数 184 198 211 
④介護予防訪問リハビリテーション 

（人数） 68 73 77 

⑤介護予防居宅療養管理指導 人数 44 47 50 

⑥介護予防通所介護 人数 1,072 1,150 1,226 

⑦介護予防通所リハビリテーション （人数） 182 196 209 

日数 258 279 296 
⑧介護予防短期入所生活介護 

（人数） 45 49 52 

日数 14 15 16 
⑨介護予防短期入所療養介護 

（人数） 1 1 1 

⑩介護予防特定施設入居者生活介護 人数 86 94 104 

⑪介護予防福祉用具貸与 人数 420 450 480 

⑫特定介護予防福祉用具販売 人数 35 37 40 
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４ 地域密着型サービス利用者の事業量見込み 

地域密着型サービスの年間延べ利用者数と事業量は、次表のように見込まれます。 

 

■地域密着型サービスの年間延べ利用者数と事業量 

区     分 21年度 22年度 23年度 

①夜間対応型訪問介護 人数 － － －

回数 1.906 2.054 2,177
②認知症対応型通所介護 

（人数） 199 214 227

③小規模多機能型居宅介護 人数 132 133 135

④認知症対応型共同生活介護 人数 622 646 670

⑤地域密着型特定施設入居者 
生活介護 

人数 － － －

介
護
給
付 

⑥地域密着型介護老人福祉施設 
入所者生活介護 

人数 － － －

回数 10 10 10
①介護予防認知症対応型通所介護 

（人数） 1 1 1

②介護予防小規模多機能型 

居宅介護 
人数 69 80 85

予
防
給
付 

③介護予防認知症対応型共同 

生活介護 
人数 48 60 72

 

 

５ その他介護サービス利用者の見込み 

その他介護サービスの年間延べ利用者数は、次表のように見込まれます。 

 

■その他介護サービスの年間延べ利用者数 

 21年度 22年度 23年度 

介 護 給 付 

住宅改修 人数 103 110 118
 

居宅介護支援 人数 6,703 7,190 7,637

予 防 給 付 

住宅改修 人数 47 50 54
 

介護予防支援 人数 2,751 2,950 3,145
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第４節 給付費の見込み 

１ 介護給付費の見込み 

居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスそれぞれの給付費は、次表のよう

に見込まれます。 

 

■介護給付費の見込み （単位：円） 

区    分 21年度 22年度 23年度 

（１）居宅サービス（小計）  776,463,732  837,298,098  893,422,274

①訪問介護 185,507,804 199,518,984 212,282,251

②訪問入浴介護 20,866,254 22,828,808 24,587,197

③訪問看護 31,049,421 33,777,161 36,359,033

④訪問リハビリテーション 5,306,082 5,699,922 6,064,875

⑤居宅療養管理指導 19,666,640 20,918,484 22,115,900

⑥通所介護 224,253,419 240,670,076 255,556,785

⑦通所リハビリテーション 60,675,973 65,004,284 68,652,979

⑧短期入所生活介護 93,758,933 101,169,334 107,462,730

⑨短期入所療養介護 4,516,297 4,882,459 5,204,271

⑩特定施設入居者生活介護 77,805,265 85,585,791 94,144,370

⑪福祉用具貸与 49,213,688 53,136,906 56,610,453

 

⑫特定福祉用具販売 3,843,956 4,105,889 4,381,430

（２）地域密着型サービス（小計）  195,070,964  213,221,648  231,103,020

①夜間対応型訪問介護 0 0 0

②認知症対応型通所介護 20,160,941 21,753,621 23,076,989

③小規模多機能型居宅介護 21,258,670 31,888,006 42,517,340
 

④認知症対応型共同生活介護 153,651,353 159,580,021 165,508,691

⑤地域密着型 
特定施設入居者生活介護 0 0 0

 
⑥地域密着型 
介護老人福祉施設入所者生活介護 0 0 0

（３）住宅改修 12,006,062 12,824,175 13,684,786

（４）居宅介護支援 78,844,114 84,636,843 89,893,773

（５）施設サービス（小計）  899,746,328  947,534,909  988,764,520

①介護老人福祉施設 535,231,615 561,993,196 590,092,855

②介護老人保健施設 300,385,720 321,412,720 366,607,169 

③介護療養型医療施設 64,128,993 64,128,993 32,064,496

介護給付費計（合計） 1,962,131,200 2,095,515,673 2,216,868,373
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２ 予防給付費の見込み 

介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスそれぞれの給付費は、次表のように

見込まれます。 

 

■予防給付費の見込み （単位：円） 

区    分 21年度 22年度 23年度 

（１）介護予防サービス（小計）  101,519,507 109,223,380 116,626,895

①介護予防訪問介護 37,297,926 40,011,044 42,639,386

②介護予防訪問入浴介護 49,065 57,243 57,243

③介護予防訪問看護 3,906,724 4,194,031 4,472,242

④介護予防訪問リハビリテーション 909,952 979,187 1,043,477

⑤介護予防居宅療養管理指導 457,701 486,565 518,178

⑥介護予防通所介護 37,777,830 40,588,114 43,174,115

⑦介護予防通所リハビリテーション 7,723,386 8,292,499 8,839,196

⑧介護予防短期入所生活介護 1,707,668 1,846,137 1,959,108

⑨介護予防短期入所療養介護 104,945 112,442 119,937

⑩介護予防特定施設入居者生活介護 8,394,696 9,234,165 10,157,581

⑪介護予防福祉用具貸与 2,384,957 2,556,731 2,726,412

 

⑫特定介護予防福祉用具販売 804,657 865,222 920,020

（２）地域密着型介護予防サービス（小計） 11,984,222 14,549,345  16,925,130

①介護予防認知症対応型通所介護 87,096 87,096 95,806

②介護予防小規模多機能型居宅介護 2,555,056 2,784,662 2,816,219 

③介護予防認知症対応型共同生活介護 9,342,070 11,677,587 14,013,105

（３）住宅改修 5,928,728 6,374,975 6,778,725

（４）介護予防支援 13,952,291 14,939,984 15,937,706

予防給付費計（合計） 133,384,748 145,087,684 156,268,456
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３ 総給付費の見込み 

平成21年度から平成23年度までの各年度における、標準給付費及び地域支援事業費

は、下表のとおり見込まれます。 

保険財政の基本となる期間の中期財政運営期間（平成21年度から平成23年度まで）

における介護保険事業の給付費は約70億円、地域支援事業費は約２億円と推計されます。 

 

■標準給付費 （単位：円） 

区    分 21年度 22年度 23年度 合 計 

総給付費 2,095,515,948 2,240,603,357 2,373,136,829 6,709,256,134

特定入所者介護 

サービス費等給付額 
75,052,441 79,938,811 84,825,180 239,816,432

高額介護サービス費等給付額 33,840,401 36,043,617 38,246,832 108,130,850

算定対象審査支払手数料 3,160,500 3,238,395 3,436,346 9,835,241

 審査支払手数料支払件数 35,000件 35,863件 38,055件 108,918件

標準給付費見込額 2,207,569,290 2,359,824,180 2,499,645,187 7,067,038,657

 

 

■地域支援事業費                             （単位：円） 

区    分 21年度 22年度 23年度 合 計 

介護予防事業費用額 37,292,000 36,501,000 35,394,000 109,187,000

包括的支援事業費用額 22,000,000 27,500,000 33,000,000 82,500,000

任意事業費用額 6,840,000 6,696,000 6,492,000 20,028,000

地域支援事業総費用費 66,132,000 70,697,000 74,886,000 211,715,000

 保険給付費見込額に対する割合 3％ 3％ 3％ 3％
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第５節 基準月額介護保険料（第４段階）の算出 

１ 介護報酬改定と特例交付金 

国は介護従事者の処遇改善等を図るため、平成21年度に介護報酬改定（改定率３％増）

を実施することとしました。この結果、総給付費は３年間で、約64億６千万円から約

67億１千万円へ、また、高額介護サービス費が約１億４百万円から約１億８百万円にそ

れぞれ上昇することが見込まれます。これに対応して、介護保険料の急激な上昇を抑制

し、被保険者の保険料負担の軽減を図ることを目的に、介護従事者処遇改善臨時特例交

付金（以下「特例交付金」という。）が交付され、総額でおよそ３千万円程度の交付金が

見込まれます。この特例交付金は、第１号被保険者介護保険料の上昇分に充当されます。 

 

２ 所得段階別被保険者見込数 

第４期計画における保険料段階の標準設定には、第３期計画に引き続き、第１段階か

ら第６段階までの６段階設定とすることが国によって示されました。 

また、課税層の保険料の設定においては、第５段階と第６段階の境界所得である基準

所得金額を200万円とした上で、保険者（区市町村）による多段階化を可能とし、被保

険者の負担能力に応じた、よりきめ細かな段階数及び保険料率の設定ができることも、

第３期計画より引き継がれました。 

さらに、平成16、17年度に実施された税制改正による急激な保険料変更の緩和策に

おいては、保険者（区市町村）の裁量として、第４・第５段階をそれぞれ分割できるよ

う、国によって示されました。 

本市としても、こうした国が示した基準等を考慮し、介護保険財政を維持できるよう

な保険料の設定を行うため、志木市老人保健福祉計画審議会及び志木市介護保険事業計

画策定委員会で審議を行いました。 

その結果、第４期計画における保険料段階を、従前通りの６段階に設定し、被保険者

数及び保険料を算出しました。 

 

■所得段階別被保険者見込数 （単位：人） 

所 得 段 階 21年 22年 23年 合 計 

第１段階被保険者数 222 230 235 687 

第２段階被保険者数 1,524 1,575 1,614 4,713 

第３段階被保険者数 1,111 1,148 1,177 3,436 

第４段階被保険者数 4,226 4,367 4,477 13,070 

第５段階被保険者数 2,985 3,084 3,161 9,230 

第６段階被保険者数 3,078 3,181 3,260 9,519 

合    計 13,146 13,585 13,924 40,655 



 第６章 介護保険事業費の見込み 
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３ 保険料基準額の推計 

介護保険事業を運営するために必要となる費用は、介護給付費、予防給付費、審査支

払手数料、特別給付費、保健福祉事業費、地域支援事業に要する費用、財政安定化基金

拠出金などから構成されます。 

一方、事業費の財源は、国の負担金、都道府県の負担金、区市町村の負担金（一般会

計繰入金）、国の調整交付金、特例交付金（臨時）、介護給付費交付金（第２号被保険者

の保険料）、及び第１号被保険者の保険料などで賄われます。 

なお、介護給付費準備基金への積立金が毎年発生しており、平成20年度末に、５億円

程度になる見込みです。 

「介護従事者等の人材確保のための介護従事者の処遇改善に関する法律」が成立し、

平成21年度介護報酬改定率をプラス3.0％とすることが決定されました。このプラス

3.0％の介護報酬改定に伴う保険料の上昇を軽減するため、国から特例交付金が交付さ

れます。 

本市では、介護保険料基準額について、この特例交付金と介護給付費準備基金の積立

金を活用して、第４期（21年度～23年度）の介護保険事業計画においては、保険料基

準額（月額）を3,515円と試算（繰入前）しましたが、これらを繰り入れることにより

第３期計画と同様の2,842円に据え置きました。 

 

■保険料基準額の推計 

Ａ 標準給付費見込額 7,067,038,657円 

Ｂ 地域支援事業費 211,715,000円 

Ｃ 第１号被保険者負担分（20％） （Ａ＋Ｂ）×20％ 1,455,750,731円 

Ｄ 調整交付金相当額         Ａ×5％ 353,351,933円 

Ｅ 調整交付金見込額 0円 

Ｆ 財政安定化基金拠出金見込額 0円 

Ｇ 準備基金取崩額 318,554,658円 

Ｈ 介護従事者処遇改善臨時特例交付金 30,945,341円 

Ｉ 特別給付費等 16,377,000円 

Ｊ 保険料収納必要額 Ｃ＋(Ｄ－Ｅ）＋Ｆ－（Ｇ＋Ｈ）＋Ｉ 1,475,979,665円 

Ｋ 予定保険料収納率 98.0％ 

Ｌ 所得段階別加入割合補正後被保険者数 44,162人 

Ｍ 保険料見込額（年額）Ｊ÷Ｋ÷Ｌ 34,104円 

Ｎ 保険料見込額（月額）Ｍ÷ 12 か月 2,842円 

注）四捨五入の関係で計算が一致しない場合があります。 
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４ 所得段階別保険料の見込み 

第４期計画に係る第１号被保険者の介護保険料については、平成21年度から23年度

までの３年間の介護保険事業費の見込みをもとに、国が示した計算方法に基づいて算出

したものです。 

各保険料段階においても、第４段階の2,842円を基準月額として、各段階の月額保険

料を国の標準保険料率に基づき算出しています。また、年間の保険料額は、月額保険料

に12か月を乗じて算出した額となります。 

 

■所得段階別保険料額（※年額については、月額に12か月を乗じた額の100円未満を四捨五入して算出し

ています。） 

所得段階 対 象 者 算定方法 保険料額 

第１段階 
生活保護受給者、世帯全員市民税非課税で

老齢福祉年金受給者 
基準額×0.50 

年額17,100円

月額 1,421円

第２段階 
世帯全員市民税非課税で本人年金収入合計

＋合計所得金額≦800,000円 
基準額×0.50 

年額17,100円

月額 1,421円

第３段階 
世帯全員市民税非課税で第２段階に該当し

ない人 
基準額×0.75 

年額25,600円

月額 2,132円

第４段階 本人市民税非課税 基準額×1.00 
年額34,100円

月額 2,842円

第５段階 
本人市民税課税で 

合計所得金額＜2,000,000円 
基準額×1.25 

年額42,600円

月額 3,553円

第６段階 
本人市民税課税で 

合計所得金額≧2,000,000円 
基準額×1.50 

年額51,200円

月額 4,263円

 

 


